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男女共同参画社会に関する市民意識調査 

【調査ご協力のお願い】 

 

 日頃から、市政にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

本市では平成２４年に「第２次那須塩原市男女共同参画行動計画」を策定し、男女がお互いに

人権を尊重しつつ責任も分かち合い、個性と能力を十分に発揮することができ、いきいきと暮ら

せる「男女共同参画社会」の実現を目指し、様々な取り組みを進めています。 

 この調査は、市民の皆さまのご意見をお聞かせいただき、実態を把握するとともに、今後の取

り組みに反映させるために実施するものです。 

 市内に住む２０歳以上の方、２，０００人を無作為に選ばせていただきましたところ、あなた

様に調査をお願いすることになりました。 

調査結果は、数字で統計的に処理しますので、個人のお名前や意見などが公表されることはあ

りません。ふだんから考えていることをありのままお答えください。 

 

 お忙しいところ誠に恐縮ですが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。 

 

  平成２５年１１月 

 

那須塩原市長 阿久津 憲二 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご記入いただいた調査票は、同封の返信用封筒（切手不要）に入れて 

１２月１日（日）までに 

ご投函願います。         

 

 

        お問い合わせ先  

那須塩原市企画部市民協働推進課男女共同参画係 

 ０２８７－６２－７０１９  FAX ０２８７－６２－７２２０ 

 

◆ご記入にあたってのお願い 

 ①宛名のご本人がお答えください。 

 ②回答は、あてはまる番号を○で囲んでください。「その他」にあてはまる場合は、（  ）

内に具体的に記入してください。 

 ③質問によって、回答いただく方が限られる場合があります。各質問や注意事項をよくお

読みいただきご回答ください。 
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あなたご自身のことについてお伺いします 

統計処理上必要ですので、それぞれについて、あてはまるものを１つずつお選びください。    

（○は１つずつ） 

性  別  １．男性   ２．女性 

年  齢  １．２０～２９歳  ２．３０～３９歳  ３．４０～４９歳 

 ４．５０～５９歳  ５．６０歳以上 

結  婚  １．未婚  ２．既婚（事実婚を含む）  ３．離別または死別 

 

※既婚の方のみお答えください 

１．夫婦とも働いている  ２．夫だけ働いている  ３．妻だけ働いている 

 ４．夫婦とも働いていない  

世帯構成  １．一人世帯  ２．一世代世帯（夫婦のみ）  ３．二世代世帯（親と子） 

 ４．三世代世帯（親と子と孫）  ５．その他の世帯 

職  業 【自営業】 

 １．商工サービス業  ２．農林業  ３．自由業（文筆業など） 

【勤め人】 

 ４．常勤職員、社員など  ５．臨時職員・パート・アルバイトなど 

【その他】 

 ６．専業主婦・主夫  ７．学生  ８．無職 

 

男女平等についてお伺いします 

問１ あなたは、現在、男女の地位はどの程度平等になっていると思いますか。次の（１）～（８）

のそれぞれについて、あなたの考えに最も近いものを１つずつお選びください。（○は１つずつ） 

 

 男性の方

が優遇さ

れている 

どちらか

といえば

男性の方

が優遇さ

れている 

平等にな

っている 

どちらか

といえば

女性の方

が優遇さ

れている 

女性の方

が優遇さ

れている 

わからな

い 

（１）家庭生活 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

（２）職場 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

（３）学校教育 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

（４）町内会や自治会などの地域社会 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

（５）社会通念・慣習・しきたり １ ２ ３ ４ ５ ６ 

（６）政治の場 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

（７）法律や制度の上 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

（８）社会全体 １ ２ ３ ４ ５ ６ 
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問２ 勤め人の方におたずねします。（１ページの職業欄が４．及び５．の方） 

 あなたの職場では、次の（１）～（７）のことがらについて、男女平等になっていると思いますか。 

それぞれについて１つずつお選びください。（○は１つずつ） 

 

男女の役割についてお伺いします 

問３ 「男は仕事、女は家庭」という考え方について、あなたはどう思いますか。次の中から、あな

たの考えに最も近いものを１つだけお選びください。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 日常生活における夫婦の分担をどのようにしていますか。配偶者がいない方は、いると仮定し 

  てどのようにしたいと思いますか。次の（１）～（９）それぞれについて、あてはまるものを 

  １つずつお選びください。（○は１つずつ） 

 

 主に夫 どちらかと

いえば夫 

夫婦同じ

程度 

どちらかと

いえば妻 

主に妻 その他 

 

(1)食事のしたく １ ２ ３ ４ ５ ６ 

(2)食事の後片付け １ ２ ３ ４ ５ ６ 

(3)そうじ １ ２ ３ ４ ５ ６ 

(4)ゴミ出し １ ２ ３ ４ ５ ６ 

(5)洗濯 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

(6)子どもの世話 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

(7)親や身内の介護 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

(8)家計の管理 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

(9)町内行事などの参加 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

 

 

 平等 ほぼ平等 あまり平

等とはい

えない 

男女の差

が相当あ

る 

わからな

い 

（１）募集や採用の条件 １ ２ ３ ４ ５ 

（２）人事配置や昇進 １ ２ ３ ４ ５ 

（３）教育や研修制度 １ ２ ３ ４ ５ 

（４）福利厚生 １ ２ ３ ４ ５ 

（５）定年、退職、解雇 １ ２ ３ ４ ５ 

（６）賃金 １ ２ ３ ４ ５ 

（７）仕事の内容 １ ２ ３ ４ ５ 

１．男は仕事、女は家庭にいるのがよい 

２．男女とも仕事をもち、家庭のことも責任を分担するのがよい 

３．男女とも仕事をもち、家庭のことは女性が責任をもつのがよい 

４．男女の役割は固定せずに、男女どちらかが仕事をしても家庭にいてもよい 

５．その他（                                    ） 

６．わからない 
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男女の地域・社会参画についてお伺いします 

問５ あなたは、次にあげるような活動に参加していますか。あてはまるものをすべてお選びくださ 

い。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ 問５で「９．参加していない」を選んだ方におたずねします。 

   あなたが上記のような活動に参加していないのはなぜですか。次の中から、あてはまるものを

２つまでお選びください。（○は２つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．自治会、婦人会などの地域活動 

２．ＰＴＡや子ども会などの青少年育成活動 

３．文化、スポーツ、学習などのサークル活動 

４．福祉、ボランティア活動 

５．リサイクル、共同購入などの消費生活活動 

６．自然保護、環境美化などの環境保全活動 

７．国際交流、国際協力活動 

８．その他（                      ） 

９．参加していない ⇒問６へ    

１．仕事が忙しい             ６．家族の理解や協力がない 

２．家事や育児、介護が忙しい       ７．近くに活動の場がない 

３．経済的にゆとりがない         ８．参加したいと思うものがない 

４．団体や活動などの情報がない      ９．その他（              ） 

５．一緒に活動する仲間がいない      10．関心がない 
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パートナー間での暴力（DV）やセクハラについてお伺いします 

問７ あなたは、次のようなことが配偶者・パートナーや恋人の間で行われた場合、それは暴力だと

思いますか。（１）～（１２）それぞれについてお答えください。（○は１つずつ） 

 どのような場

合でも暴力に

あたると思う 

暴力にあたる

場合とそうで

ない場合があ

ると思う 

暴力にあた

ると思わな

い 

（１）平手で打つ １ ２ ３ 

（２）足でける １ ２ ３ 

（３）身体を傷つける可能性のある物などで殴る １ ２ ３ 

（４）殴るふりをして脅す １ ２ ３ 

（５）刃物などを突きつけて脅す １ ２ ３ 

（６）交友関係や電話を細かく監視する １ ２ ３ 

（７）何を言っても長時間無視し続ける １ ２ ３ 

（８）相手が嫌がっているのに性的な行為を強要する １ ２ ３ 

（９）見たくないのにアダルトビデオやポルノ雑誌を見

せる 
１ ２ ３ 

（１０）「誰のおかげで生活できるんだ」とか「稼ぎが

悪い」などと言う 
１ ２ ３ 

（１１）大声で怒鳴る １ ２ ３ 

（１２）生活費や小遣いを渡さない １ ２ ３ 

 

問８（１） あなたが、今後もし暴力を「受けたり、見聞きしたら」、あるいは今までに「受けたり、

見聞きしたことがある」場合は、だれに打ち明けたり、相談したりしますか、または相談し

ましたか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．親族                 ６．医師・カウンセラーなど     

２．友人・知人              ７．その他（                ） 

３．同じような経験をした人        ８．相談しない・しなかった⇒問８（２）へ 

４．市や県などの窓口・電話相談など 

５．家庭裁判所、弁護士、警察など 
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問８（２） 問８（１）で「８．相談しない・しなかった」と回答した方におたずねします。 

     相談しない・しなかったのはなぜですか。あてはまるものをすべてお選びください。 

    （○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９ あなたは、次のようなことでセクハラだと感じたことがありますか。またそれはどこで感じま

したか。（１）～（７）のそれぞれについて、あてはまるものすべてに○をつけてください。 

（○はいくつでも） 

 感じたことがある 感じたこ

とはない 職場で 地域で その他 

（１）体を触わられる １ ２ ３ ４ 

（２）宴会でダンスやデュエット、お酌を強要される １ ２ ３ ４ 

（３）体をじろじろ見られる １ ２ ３ ４ 

（４）異性の年齢や容姿などを話題にされる １ ２ ３ ４ 

（５）卑猥な冗談を言われる １ ２ ３ ４ 

（６）「彼女（彼氏）いないの」、「結婚しないの」などと

聞かれる 
１ ２ ３ ４ 

（７）「子どもはまだできないの」などと聞かれる １ ２ ３ ４ 

 

 

 

 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の両立）についてお伺いします 

 

問１０ あなたは、ワーク・ライフ・バランスについて知っていますか。次の中からあてはまるもの

を１つだけお選びください。（○は１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

１．自分（当事者）が我慢すれば、何とかこのままやっていけると思うから 

２．自分（当事者）にも悪いところがあると思うから 

３．相談しても無駄だと思うから 

４．相談するほどのことではないと思うから 

５．他人を巻き込みたくないから 

６．相談したことがわかると仕返しを受けたり、もっとひどい暴力を受けたりすると思うから 

７．世間体が悪いから 

８．相手の行為は愛情の表現だと思うから 

９．どこ（誰）に相談してよいのかわからないから 

１０．その他（                                    ） 

１．十分知っている 

２．ある程度知っている 

３．聞いたことはあるが、内容は知らない 

４．聞いたこともないし、内容も知らない 
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問１１（１） あなたは、日常生活の中で、次の（１）～（５）について、満足する時間が取れてい

ますか。それぞれについて、あてはまるものを１つずつお選びください。 

（○は１つずつ） 

 十分取

れてい

る 

ある程

度取れ

ている 

あまり

取れて

いない 

ほとん

ど取れ

ていな

い 

わから

ない 

（１）家庭生活のための時間 １ ２ ３ ４ ５ 

（２）仕事のための時間 １ ２ ３ ４ ５ 

（３）地域活動に参加する時間 １ ２ ３ ４ ５ 

（４）学習・趣味・スポーツなどのための時間 １ ２ ３ ４ ５ 

（５）休養のための時間 １ ２ ３ ４ ５ 

 

問１１（２） あなたは、日常生活の中で、次の（１）～（５）について、どのような時間の使い方 

をすれば、いきいきと充実した生活を送ることができると思いますか。それぞれについ 

てあてはまるものを１つずつお選びください。 

（○は１つずつ） 

 

 

大いに

増やす 

もう少

し増や

す 

このま

までよ

い 

もう少

し減ら

す 

わから

ない 

（１）家庭生活のための時間 １ ２ ３ ４ ５ 

（２）仕事のための時間 １ ２ ３ ４ ５ 

（３）地域活動に参加する時間 １ ２ ３ ４ ５ 

（４）学習・趣味・スポーツなどのための時間 １ ２ ３ ４ ５ 

（５）休養のための時間 １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

問１２ あなたは、男女が仕事や家庭・地域生活などを両立するためには、どのようなことが必要

だと思いますか。あてはまるものをすべてお選びください。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ワーク・ライフ・バランスとは・・「仕事と生活の調和」の意味であり、仕事や家庭・地域生

活などに、やりがいや充実感を感じ、自ら希望する選択・生き方ができること。 

１．パートナーの理解や家事・育児などへの参加 

２．パートナー以外の家族の理解や家事・育児などへの参加 

３．保育施設や学童保育の充実 

４．福祉施設やホームヘルパーなどの在宅福祉サービスの充実 

５．労働時間の短縮、フレックスタイム制などの導入 

６．企業など職場の理解 

７．育児、昇給などの職場での男女平等の確保 

８．その他（                                 ） 

９．わからない 
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男女共同参画社会づくりのための取り組みについてお伺いします 

「男女共同参画社会」とは、「男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかか

わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会」のことです。 

 

問１３ あなたは、このような社会を築いていくために、市は今後どのようなことに力を入れていく

べきだと思いますか。次の中から２つまでお選びください。（○は２つまで） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１４ あなたは、男女共同参画社会を実現するために、企業などの職場ではどのような取り組みが

必要だと思いますか。次の中から２つまでお選びください。（○は２つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１５ あなたは、男女共同参画社会を実現するために、私たち自身はどのような取り組みが必要だ

と思いますか。次の中から２つまでお選びください。（○は２つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．広報紙やパンフレットなどで、男女共同参画社会についてＰＲする 

２．審議会委員など市の政策・方針決定の場や管理職に女性を積極的に登用する 

３．女性リーダーなど人材を育成する 

４．学校教育の場で男女の平等についての学習や人権教育を進める 

５．職場における男女の均等な扱いについて周知を行う 

６．保育施設や学童保育などの子どもを預かってくれる施設を充実する 

７．高齢者や障害者に対する介護施設の整備や在宅福祉サービスを充実する 

８．各種講座・講演会の開催や社会活動の情報提供を充実する 

９．その他（                                   ） 

10．特にない            11．わからない 

１．意欲や能力のある女性を、採用、昇進などで評価する 

２．研修など職業能力の開発・向上の機会を女性に提供する 

３．女性の就職・再就職のための職業情報、職業訓練の機会を提供する 

４．男女とも育児休業や介護休業を取りやすくし、休業後は、職場へ復帰しやすくする 

５．育児休業中の諸手当を充実する 

６．労働時間を短縮するなど、男女とも家事や子育てなどがしやすいようにする 

７．託児・保育施設を設置するなど、子どもを持つ男女が働きやすいようにする 

８．職場での女性に対する偏見、固定的な役割分担意識をなくすようにする 

９．その他（                                   ） 

10．特にない            11．わからない 

１．差別的な社会通念やしきたりなどの考え方をなくすようにする 

２．女性自身が、積極的に社会的活動への参画意識を持つようにする 

３．夫婦で協力し合いながら、家事や子育て、介護などを行うようにする 

４．男女にとらわれず、個性や能力を発揮できるような子育てを行うようにする 

５．男女共同参画を推進する事業に積極的に参加する 

６．家庭や職場、地域などで男女共同参画について話し合う 

７．その他（                                   ） 

８．取り組む必要はない       ９．わからない 
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問１６ あなたは、那須塩原市で取り組んでいる下記の男女共同参画施策を知っていますか。次の中

からあてはまるものをすべてお選びください。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１７ 男女共同参画社会づくりについて、ご意見ご要望などがありましたらご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

 

１．那須塩原市男女共同参画推進条例 

２．那須塩原市男女共同参画行動計画 

３．男女共同参画広報紙「みいな」の発行 

４．男女共同参画フォーラム『女と男 ともに輝くまちづくり』の開催 

５．男女共同参画セミナー『誰もがきらりセミナー』の開講 

６．女性の人材リストの整備 

７．男女共同参画施策に関する意見の申出書の受付 

８．その他（                           ） 

９．全く知らない 


